江東区防災倉庫の備蓄物資管理・整理及び災害時輸送計画策定等業務委託
仕様書（案）

１　件名
江東区防災倉庫の備蓄物資管理・整理及び災害時輸送計画策定等業務委託

２　委託期間
契約確定日の翌日から令和9年３月３１日（水）

３　履行場所
江東区指定場所（区内防災倉庫等）

４　目的
（1） 　区は、災害時等における物資供給及び受援物資等の受入を円滑かつ適切に行うため、平時から各防災倉庫内の備蓄物資の管理体制等の最適化を図る。
（2）   各種被害想定を踏まえたうえで、各防災倉庫から拠点避難所となる区立小中学校等間及び、協力協定に伴う物資の受け入れに係る効率的な物流体制の構築に向けた計画を策定する。
 また、計画策定に当たり、受託者からの専門的なアドバイス等を得る 
 ことにより、災害時等の物流体制の最適化を図る。
（3） 「２ 委託期間」後も持続可能な備蓄体制の構築及びデジタル技術等を
活用した在庫管理等のシステム導入を行い、区関係部署並びに各関係者との緊密な連携体制の構築と区内全体の防災力の向上につなげる。
（4）   計画策定業務等と並行し、防災倉庫及び地域内輸送拠点等の物品棚卸業務を行い、計画実装に向けた体制を整備する。

５　業務内容
（１）　スケジュールの作成及び定例会の開催
1 受託者は受託後速やかに、作業全体のスケジュール案を作成し、江東区総務部危機管理室防災計画課（以下、「主管課」という）へ事前に提出し、了承を得ること。
2 毎月１回、原則１０日までに定例会を開催すること。ただし、主管課の要請に応じて追加開催する場合がある。　　　
3 業務履行中トラブル等が発生した場合は、主管課と共有するとともに、主管課の意向を確認し、書面またはメールで承認を得たうえで改善提案を行うこと。
（２）　拠点調査資料・マニュアル作成業務
1 区内全２５か所の防災倉庫について、計画策定前に現地に行き立地やキャパシティ等、物資輸送に関する評価・検証を行い、報告書にまとめること。
2 地域内輸送拠点である中央防災倉庫の災害時の活用方法や管理の仕方をまとめたマニュアルとその他の倉庫共通の発災時に区職員が使用する倉庫入口までの建物内道順、倉庫の開錠方法、資機材の取り扱い方法を含むマニュアルを策定すること。
（３）　棚卸し・倉庫整理業務
1 各防災倉庫にある各種物資について、数量や保管・使用状態を確認す
ること。
2 食料の場合は賞味期限、物品の場合は使用期限を確認し、数量・期限
　を更新すること。
3 災害時の搬出入や平時の計画的な物資入替を容易にするため、物資の
　配置や倉庫内での台車利用等を想定した動線の確保を行うとともに、各
  防災倉庫の役割や位置づけ、実状に応じた円滑な搬出入の管理ができる
  ようレイアウトし、備蓄物資の再配置を行うこと。
4 物資一覧表以外の物資の確認も行い、以下の内容を含めた「新たな物
資及び備蓄品以外物品一覧表」を作成すること。
　ア　主管課が指定する物資一覧表
　イ　残り１年程度期限を残した計画外の物資一覧表
　ウ　主管課が指定していない物資一覧表
　エ　廃棄対象一覧表
なお、事前に作業スケジュールを作成し、主管課と協議のうえ実施す
　ること。
5 作業当日は開始報告と終了報告を区に行い、後日（原則、作業終了1
週間以内）に実施結果を報告すること。
6 作業実施に当たり以下の詳細要件を遵守すること。
 　ア　水や食料等、災害時に緊急性の高い物資は取り出しやすく、運び
  　 やすい場所に配置すること。
 　イ　防災倉庫等の入り口付近に、防災倉庫内にある物資の一覧表及
   　び配置図（Ａ３以上）を作成のうえ、表示すること。
   　　なお、一覧表には各物資の品目名や写真、数量、消費期限・使用
　　　　　　期限を明記し、管理しやすいようにすること。
       　ウ　物資の箱等に品目名が記載されていない場合、受託者で作成した
　　　　　　ラベルを貼付すること。
　 　　なお、ラベルの記載内容については貼付前に主管課と協議のうえ、
 了承を得ること。
 エ　賞味期限・使用期限が切れている物資があった場合は、「廃棄」シ
 ―ルを貼付し、他の物資と分けて保管すること。
　　　　　 また、「廃棄対象一覧表」にて主管課へ報告すること。
 オ　主管課が提供する管理システムのデータ等を事前に確認し、各防
 災倉庫内の状況等を把握すること。
 カ　防災倉庫内の数量と管理システム等のデータを比較し、異なる場
 合は、該当箇所の写真撮影と品目・数量、消費期限・使用期限
 等を記録し、主管課へ報告すること。
 キ　区が現在利用している管理システムへのデータ入力を行うこと
　　なお、データ入力にあたっては、受託者が所有する独自システムで
　　　管理することも可能とするが、主管課で保有するデータの移行や、
　　「新物資システム」（（４）参照）へのデータ移行を前提とした運用
　　を行うこと。
（４）　システム導入及び、台帳管理業務
①　主管課が保有する防災倉庫種別や防災倉庫名、物資名、仕様、商標、
製造者、配置場所、配備年月、数量、箱数、入数、箱サイズ、使用（賞
味）期限、納入業者名、所有者等のデータを、内閣府が所管する新物
資システムに入力すること。
2 　新たに防災倉庫等が追加された場合や、納品・物資輸送により物資
の数量等に変更が生じた場合も同様に更新すること。
3   当面現在使用している管理システムと「新物資システム」を併用す
　　　　　ることから、容易にデータ連携が可能となる運用とする。その際は、
　　　　　CSVやExcelでのデータ抽出を可能とし、取り込み可能なフォーマッ
　　　　　トに整理すること。なお、フォーマットについては、契約締結後に本
　　　　　区及びシステムの 導入業者と調整を行い、その結果にあわせて柔軟
　　　　　に対応できることを条件とする。
　　　 ④   システム入力に必要な端末等機器類やネット環境、フォーマット
          変更に伴う対応費用は本契約に含むものとする。
（５）　物資輸送計画策定
現行の地域防災計画等における物流（物資管理、支援物資受援、避難
所等への供給方法）に関する評価・検証を行い、区の特徴や課題を抽出
したうえで、以下の①～⑤の項目を踏まえ輸送計画を策定すること。
また、策定にあたっては、将来の防災倉庫の保管量や物流量の増減な
どを考慮し、将来の物資量が最大150%増加した場合にも対応可能な輸
送計画を策定すること。
1 備蓄・受援体制の基本方針（人口、年齢、地理的条件）を考慮した備蓄拠点の配置
2 物資供給の流れの明確化（供給元・輸送道路等・配布計画）
3 各防災倉庫から避難所への物流計画（供給シミュレーションの活用）
4 国・都道府県・他自治体・協定団体との連携体制の確立（都備蓄食料の輸送ルート、災害時における輸送用車両及び物資等の優先供給に係る協定等）
5 地域内輸送拠点での支援物資の受け入れ・仕分け・配布計画

（６）　災害時物流最適化計画策定
発災時を想定し、備蓄物資の種類・量が区の特性に適した配置になる
　　　　ように倉庫間の備蓄物資再配置計画を策定すること。その際、区の特徴
　　　　や課題を抽出した上で、計画を策定すること。
また、将来の防災倉庫の保管量や物流量等の増減などを考慮し、将来
　　　　の物資量が最大150%増加した場合にも対応可能な再配置計画を策定す
　　　　ること。

６　成果物
（1） 拠点調査資料、地域内輸送拠点・防災倉庫マニュアル、各倉庫レイアウト
　（紙３０部、電子データ、デザインデータ、CD－R）　　　　 ：１式
（2） 再配置計画書、各種輸送計画書等
　（紙３０部、電子データ、デザインデータ、CD－R）　　　　 ：１式
（３）　棚卸結果一覧（写真添付）　　　　　　　　　　　　　　　　　：１部
（４）　システム入力完了報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：１部
（５）　物資一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：１部


７　個人情報・守秘義務
（1） 受託者は、本業務で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、
このことは本委託契約終了後も同様とし、従事要員についても遵守させること。
（2） 個人情報及び機密情報の取扱いについては、関係法令を遵守し、区の指示
に基づき取り扱うこと。
（3） 受託者は、区から提供を受けた個人情報を持ち運ぶ際は、鍵付きの鞄等に
入れ、施錠したうえで持ち運ぶこと。また、保管する際は、鍵付きの書庫等で施錠保管すること。
（4） 受託者は、本業務で知り得た情報の取扱いについて、区による監査、検査
に応じ、協力すること。
（5） 受託者は、本業務履行において発生した重大な情報セキュリティポリシーの違反等により情報資産への侵害が発生した場合又はおそれがある場合において、区がその事実を公表することを承諾すること。

８　著作権
　　本業務により作成された成果物（校正本）及び電子データに関する著作権は、
　納品完了時点で江東区に帰属するものとする。受託者は、当該成果物及び電子
　データを第三者に利用させ、または販売してはならない。区は、当該成果物及
　び電子データについて、改変、複製、再利用その他の利用を行うことができる。

９　支払方法
業務完了後、履行内容を担当者が検査し合格後、一括払いとする。

１０　他自治体と同様の契約を締結する場合の事前協議
他自治体と受託者が本契約と類似の契約を締結する可能性がある場合は、
本契約の履行に影響を与えないことを担保する必要があるため、区と事前に
協議を行い影響が無いことを説明すること。また、協議の結果、履行に重大な
支障が生じるおそれがあると区が判断した場合には、必要な措置（人員再配置、
スケジュール再調整等）を速やかに講じるものとする

１１　その他
（１）　本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合、その都度、主管課と受託者が協議し、決定すること。
（２）　受託者は、業務を通じて知りえた事項について、その一切を第三者に漏
　　　らし、または利用してはならない。
（３）　本業務に係る事故が生じた時は、受託者は速やかにその状況を主管課に報告しなければならない

１２　担当部署
江東区総務部危機管理室防災計画課地域防災係
〒１３５-８３８３ 江東区東陽４－１１－２８ 防災センター４階１番
TEL：０３-３６４７-９５８７
E-mail：0571020@city.koto.lg.jp
